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大津市告示第199号  

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。 

その関係図面は、令和２年９月１日から同月30日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。 

  令和２年９月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

路 線 名 区      間 
変 更 の 

前後の別 

敷 地 の 幅 員 

（メートル） 

延 長 

(メートル) 

市道幹1102号線 
大津市馬場一丁目字東柳川101番３地先から 

大津市馬場一丁目字東柳川101番３地先まで 

変更前 最小6.6～最大8.4 
63.4 

変更後 最小6.7～最大8.5 

市道北8041号線 
大津市南小松字流山1905番１地先から 

大津市南小松字流山1899番１地先まで 

変更前 最小2.4～最大4.8 
130.5 

変更後 最小6.5～最大20.0 

市道北8051号線 
大津市北小松字山田1311番５地先から 

大津市北小松字足田ケ口1352番１地先まで 

変更前 最小2.0～最大30.0 
165.0 

変更後 最小5.0～最大59.0 
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市道北8077号線 
大津市南小松字中地間1876番２地先から 

大津市南小松字苔岩1873番１地先まで 

変更前 最小2.5～最大3.9 
98.0 

変更後 最小7.0～最大24.9 

市道北8096号線 
大津市北比良字せんど1043番145地先から 

大津市北比良字せんど1043番142地先まで 

変更前 最小3.1～最大5.6 
66.2 

変更後 最小1.5～最大1.8 

市道北8112号線 
大津市南小松字苔岩1728番５地先から 

大津市南小松字苔岩1873番２地先まで 

変更前 最小2.0～最大2.2 
10.0 

変更後 最小4.2～最大18.0 

市道北8138号線 
大津市北比良字野990番１地先から 

大津市北比良字野987番７地先まで 

変更前 最小5.0～最大34.8 58.0 

変更後 最小21.9～最大40.8 54.2 

市道中0908号線 
大津市坂本一丁目字野添22番１地先から 

大津市坂本一丁目字野添22番１地先まで 

変更前 最小3.4～最大4.0 
35.0 

変更後 6.0 

市道南0310号線 
大津市別保二丁目字別保1043番地先から 

大津市別保二丁目字別保1043番８地先まで 

変更前 最小2.4～最大3.1 
22.0 

変更後 最小3.0～最大3.8 

市道南1007号線 
大津市秋葉台字平尾683番８地先から 

大津市秋葉台字平尾683番39地先まで 

変更前 最小3.9～最大6.0 
75.7 

変更後 6.0 

市道東4708号線 
大津市月輪三丁目字石原326番２地先から 

大津市月輪三丁目字石原330番１地先まで 

変更前 3.0 
18.0 

変更後 最小3.8～最大4.4 

（令和２年９月１日掲示済） 

 

 

大津市告示第200号  

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 

その関係図面は、令和２年９月１日から同月30日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。 

  令和２年９月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

路 線 名 区      間 供用開始年月日 

市道幹1102号線 
大津市馬場一丁目字東柳川101番３地先から 

大津市馬場一丁目字東柳川101番３地先まで 
令和２年９月１日 

市道北8041号線 
大津市南小松字流山1905番１地先から 

大津市南小松字流山1899番１地先まで 
令和２年９月１日 

市道北8051号線 
大津市北小松字山田1311番５地先から 

大津市北小松字足田ケ口1352番１地先まで 
令和２年９月１日 

市道北8077号線 
大津市南小松字中地間1876番２地先から 

大津市南小松字苔岩1873番１地先まで 
令和２年９月１日 

市道北8096号線 
大津市北比良字せんど1043番145地先から 

大津市北比良字せんど1043番142地先まで 
令和２年９月１日 

市道北8112号線 
大津市南小松字苔岩1728番５地先から 

大津市南小松字苔岩1873番２地先まで 
令和２年９月１日 

市道北8138号線 
大津市北比良字野990番１地先から 

大津市北比良字野987番７地先まで 
令和２年９月１日 

市道中0908号線 
大津市坂本一丁目字野添22番１地先から 

大津市坂本一丁目字野添22番１地先から 
令和２年９月１日 

市道南0310号線 
大津市別保二丁目字別保1043番地先から 

大津市別保二丁目字別保1043番８地先まで 
令和２年９月１日 
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市道南1007号線 
大津市秋葉台字平尾683番８地先から 

大津市秋葉台字平尾683番39地先まで 
令和２年９月１日 

市道東4708号線 
大津市月輪三丁目字石原326番２地先から 

大津市月輪三丁目字石原330番１地先まで 
令和２年９月１日 

（令和２年９月１日掲示済） 

 

 

大津市告示第211号  

大津の子どもをいじめから守る委員会（以下「委員会」という。）の令和元年度の活動状況について、大津市

子どものいじめの防止に関する条例（平成25年条例第１号）第18条第１項の規定により委員会から報告があった

ので、同条第２項の規定により、次のとおり公表する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

 「次のとおり」は省略し、当該報告に係る書面を大津市役所政策調整部人権・男女共同参画課いじめ対策推進

室に備え置いて縦覧に供する。 

 

 

大津市告示第212号  

 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の４第１項及び第49条の６第１項の規定に基づき、次のとお

り指定緊急避難場所を指定し、又はその指定を取り消したので、同法第49条の４第３項及び第49条の６第２項の

規定により告示する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 指定 

施設の名称 所在地 対象とする異常な現象の種類 指定年月日 

近江神宮外苑公園 大津市二本松１番２号 洪水、崖崩れ・土石流及び地滑

り、地震並びに内水氾濫 

令和２年７月29日 

２ 取消し 

施設の名称 所在地 対象とする異常な現象の種類 取消年月日 

日吉台幼稚園 大津市日吉台三丁目33番２

号 

洪水、崖崩れ・土石流及び地滑

り、地震並びに内水氾濫 

令和２年７月29日 

日吉台幼稚園グラ

ウンド 

大津市日吉台三丁目33番２

号 

洪水、崖崩れ・土石流及び地滑

り、地震並びに内水氾濫 

令和２年７月29日 

 

 

大津市告示第213号  

 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の７第１項及び同条第２項において読み替えて準用する同法

第49条の６第１項の規定に基づき、次のとおり指定避難所を指定し、又はその指定を取り消したので、同法第49

条の７第２項において読み替えて準用する同法第49条の４第３項及び第49条の６第２項の規定により告示する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 指定 

施設の名称 所在地 指定年月日 

滋賀保護院 大津市本宮二丁目６番45号 令和２年７月29日 

２ 取消し 

施設の名称 所在地 取消年月日 
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日吉台幼稚園 大津市日吉台三丁目33番２号 令和２年７月29日 

 

 

大津市告示第214号  

大津市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成22年条例第36号）第３条の規定により、

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせる手続等を定めたので、

大津市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成22年規則第77号）第３条の規

定により告示する。     

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

手続等の名称 根拠となる条例等の名称 条  項 適用期日 

市民税の減免の申請 大津市市税条例（昭和34年条例

第１号） 

第56条第３項本文 令和２年９月15日 

 

 

大津市告示第215号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

名  称 所 在 地 自立支援医療の種類 医療の種類 更新年月日 

スギ薬局堅田店 大津市今堅田二丁目12

番２号 

育成医療及び更生医療 薬局 令和２年９月１日 

スギ薬局衣川店 大津市衣川一丁目37番

２号 

育成医療及び更生医療 薬局 令和２年９月１日 

スギ薬局瀬田店 大津市大萱一丁目７番

17号 

育成医療及び更生医療 薬局 令和２年９月１日 

 

 

大津市告示第216号  

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したもの及び

指定医療機関のうち変更の届出があったものについて、次のとおり告示する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

湖西形成外科 大津市本堅田六丁目20番25号 令和２年８月１日 

うめおか歯科医院 大津市際川四丁目13番23号 令和２年８月１日 

調剤薬局ツルハドラッグ大津石山

店 

大津市大平二丁目１番５号 令和２年８月１日 

こころ薬局 大津市今堅田二丁目16番１号 令和２年８月３日 

２ 変更の届出があったもの 

名  称 所 在 地 変更年月日 

ブリッジ訪問看護ステーション （変更前） 令和２年４月１日 
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 大津市追分町14番７号  

 （変更後） 

大津市追分町16番21号 

 

（変更前） 

医療法人輝翔会膳所うめおか歯科

医院 

大津市馬場二丁目６番15号Ｔ＆Ｔ第３ビル

２号１Ｆ 

令和２年７月１日 

（変更後） 

医療法人輝翔会ぜぜ歯科医院 

 
 

 

 

大津市告示第217号  

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定介護機関のうち変更又は休止の届出があ

ったものについて、次のとおり告示する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 変更の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

リハビリデイ大津 （変更前） 

大津市唐橋町７番

44号 

株式会社リハビ

リデイ大津 

（変更前） 

大津市唐橋町７番

44号 

地域密着型通所

介護・第１号通

所事業 

令和２年

８月１日 

 （変更後） 

大津市大江二丁目

25番２号 

 （変更後） 

大津市大江二丁目

25番２号 

  

２ 休止の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

休 止 

年月日 

居宅介護支援事業

所エンジェルハー

ト 

大津市仰木の里一

丁目15番７号 

株式会社アージ

ュ 

大津市仰木の里一

丁目15番７号 

居宅介護支援 令和２年

６月30日 

 

 

大津市告示第218号  

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、医療扶助のための施術を担当する施術者とし

て新たに指定したもの及び医療扶助のための施術を担当する施術者のうち変更の届出があったものについて、次

のとおり告示する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

鳥家 淳樹 大津市南郷四丁目３番10号 令和２年７月15日 

松村 龍哉 松村鍼灸マッサージ院 

大津市日吉台三丁目６番１号 

令和２年７月16日 

２ 変更の届出があったもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
変更年月日 



6 令和２年９月 15 日                 大   津   市   公   報                   第 34 号 

   
稲岡 千晶 （変更前） 

大津市平津一丁目36番14号ハイビスカスⅢ202 

令和２年８月１日 

 （変更後） 

大津市瀬田三丁目40番11号 

 

 

 

大津市告示第219号  

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号) 第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したものについて、次のとおり告示する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

名  称 所 在 地 指定年月日 

湖西形成外科 大津市本堅田六丁目20番25号 令和２年８月１日 

調剤薬局ツルハドラッグ大津石山店 大津市大平二丁目１番５号 令和２年８月１日 

こころ薬局 大津市今堅田二丁目16番１号 令和２年８月３日 

 

 

大津市告示第220号  

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）第55条の３の規定により、指定介護機関のうち変更又は休止の届出があったものについて、次のとおり告示

する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 変更の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

リハビリデイ大津 （変更前） 

大津市唐橋町７番

44号 

株式会社リハビ

リデイ大津 

（変更前） 

大津市唐橋町７番

44号 

地域密着型通所

介護・第１号通

所事業 

令和２年

８月１日 

 （変更後） 

大津市大江二丁目

25番２号 

 （変更後） 

大津市大江二丁目

25番２号 

  

２ 休止の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

休 止 

年月日 

居宅介護支援事業

所エンジェルハー

ト 

大津市仰木の里一

丁目15番７号 

株式会社アージ

ュ 

大津市仰木の里一

丁目15番７号 

居宅介護支援 令和２年

６月30日 

 

 

大津市告示第221号  

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号) 第55条の３の規定により、医療支援給付のための施術を担当する施術者として新たに指定したもの及び医療

支援給付のための施術を担当する施術者のうち変更の届出があったものについて、次のとおり告示する。 
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  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

鳥家 淳樹 大津市南郷四丁目３番10号 令和２年７月15日 

松村 龍哉 松村鍼灸マッサージ院 

大津市日吉台三丁目６番１号 

令和２年７月16日 

２ 変更の届出があったもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
変更年月日 

稲岡 千晶 （変更前） 

大津市平津一丁目36番14号ハイビスカスⅢ202 

令和２年８月１日 

 （変更後） 

大津市瀬田三丁目40番11号 

 

 

 

大津市告示第222号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 
申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

訪問看護ステーシ

ョンそら 

大津市苗鹿二丁目

31番28－1007号

アンソレイエ 

合同会社Ｇｌａｎｔ 

代表社員 井上 興次

郎 

訪問看護 令和２年

９月１日 

2560190478 

 

 

大津市告示第223号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項の指定地域密着型サービス事業者として、次の者を指

定した。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 
申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

療養通所ａｌｗａ

ｙｓ 

大津市追分町16番

21号 

合同会社Ｂｒｉｄｇｅ 

代表社員 橋口 倫宏 

地域密着型通所

介護 

令和２年

９月１日 

2590100836 

 

 

大津市告示第224号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者として指定した次の者から､事業

の廃止の届出があった。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 
事業者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

居宅介護支援事業

所たんぽぽ 

大津市大石中一丁

目６番６号 

医療法人緑生会 

理事長 中山 厚彦 

居宅介護支援 2570100467 令和２年

８月31日 
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公 告 

 

 

大津市告示第225号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として、次の者を指定した。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 
申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

訪問看護ステーシ

ョンそら 

大津市苗鹿二丁目

31番28－1007号

アンソレイエ 

合同会社Ｇｌａｎｔ 

代表社員 井上 興次

郎 

介護予防訪問看

護 

令和２年

９月１日 

2560190478 

 

 

大津市告示第226号  

平成16年告示第16号（建築基準法第52条第１項第６号の規定による区域を区分して定める数値等について）の

一部を次のように改正する。 

  令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

 件名、前文及び第１項中「第52条第１項第６号」を「第52条第１項第８号」に改める。 

 
 
 
 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和２年８月25日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市下阪本六丁目２番８号 

石本 征子 

大津市下阪本五丁目字横田2624

番１ 

1,376.19㎡ 

 

令和２年

８月21日 

第1537号 

（令和２年８月25日掲示済） 

 

 

一定の複数建築物の認定の取消しに係る公告 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の５第２項の規定により、同法第86条の２第１項の規定による一

定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定を取り消したので、同法第86条の５第４項の規定によりその旨を

公告する。 

令和２年８月31日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 認定の取消しを行った区域の場所 

大津市三大寺字附子田329番６、同番７の一部、同番８、同番12の一部、同番13の一部、330番の一部、332

番の一部、336番及び337番、同町字三大寺331番１の一部並びに同町字中山333番の一部 

２ 認定の取消しを行った認定番号及び認定年月日 

  第15－１号 平成15年７月28日 

（令和２年８月31日掲示済） 

 

 

一定の複数建築物に対する認定に係る公告 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条第２項の規定により、２以上の構えを成す建築物が同一敷地内

にあるものとみなされる一定の一団の土地の区域を認定したので、同条第８項の規定により当該区域を公告す
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るとともに、当該区域内の各建築物の位置及び構造に関する計画書を縦覧に供する。 

令和２年８月31日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 一定の一団の土地の区域 

大津市三大寺字附子田329番６、同番７の一部、同番８、330番の一部、332番の一部、336番及び337番、同

町字三大寺331番１の一部並びに同町字中山333番の一部 

２ 計画書の縦覧場所 

大津市御陵町３番１号 

大津市役所都市計画部建築指導課 

（令和２年８月31日掲示済） 

 


